
 

 

 

基本事件：令和５年（家ホ）第●●●●号 ●●請求事件 

申立人（基本事件被告） 歩久万 太郎 

相手方（基本事件原告） 歩久万 花子 

                     

閲覧等制限決定の取消申立書 

 

                          令和５年●月●日 

 

●●家庭裁判所 御中 

 

                 申立人（基本事件被告） 歩久万 太 郎  

 

  上記当事者間の頭書事件につき、申立人は、民訴法１３３条の４第１項に基づ

き、閲覧等制限決定の取消しの申立てをする。 

 

申立ての趣旨  

  ●●家庭裁判所令和５年（家ロ）第●●●●号秘匿事項記載部分の閲覧等制限

の申立事件（基本事件：令和５年（家ホ）第●●●●号損害賠償請求事件）につ

いて、令和５年●月●日にした閲覧等制限決定は，これを取り消すとの決定を求

める。 

 

申立ての理由  

  ●●家庭裁判所は、令和●年●月●日付けで相手方の住所及び氏名につき秘匿

決定をしたが（令和●年（家ロ）第●●●●号 秘匿決定申立事件）、同決定は、

令和●年●月●日付けで全部取り消され、令和●年●月●日確定した（令和●年

（家ロ）第●●号 秘匿決定取消申立事件）。 

  民訴法１３３条の２第２項に基づく申立ての趣旨記載の閲覧等制限決定は、上

記秘匿決定の取消しによりその要件を欠くので、取り消されるべきものである。 

  よって、申立人は、民訴法１３３条の４第１項に基づき、申立ての趣旨記載の

とおり、閲覧等制限決定の取消しの決定をされたく、本申立てをする。 
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